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　起業や事業について初歩からの
アドバイスなどをいただきます。
起業を目指す人はもちろん、ビジ
ネスの世界を覗いてみたい方、ご
参加をお待ちしています。対先着
20人（どなたでも参加できます）
日内講下表参照場男女共同参画セ
ンター申問5月15日からの平日午
前9時～午後5時に電話で男女共
同参画センター☎042-495-7002

へ
※保育あり（各回先着5人。6か月
～就学前。6月15日㈯分は6月7日
㈮まで、7月27日㈯分は7月19日
㈮までに申込みください）。
※6月15日受講者は、市ホームペ
ージで公開している事
前課題をプリントアウ
トし、記入してお持ち
ください。

　小さい子どもを育てている方に
とって、おじいちゃん、おばあち
ゃんは心強い子育てサポーターで
す。市では、市外に住む小学校就
学前の子ども（妊娠中の方も含む）
がいる子育て世帯が、市内に居住
している親世帯の近くに移り住む
場合、あるいは市内に居住する子
育て世帯の近所に、市外から親世
帯が移り住む場合、その引っ越し
費用などの負担軽減のため、助成
を行います。
 対子育て世帯・親世帯のいずれ
かが市内に転入する世帯で、子育
て世帯・親世帯ともに次の条件を
すべて満たす方◆区市町村税の滞

納がない。
◆ 世 帯 員
が 暴 力 団
員 ま た は
暴 力 団 密

接関係者でない。◆市内へ転入す
る世帯が住民となった日から起算
して３年以上にわたり、市内に居
住を継続する見込みである。◆過
去に助成を受けていない。◆現在
市内に居住する世帯が市内に1年
以上継続して居住している。

【対象費用】引っ越し・不動産登
記費用（消費税込み）。対象費用
の2分 の1（ 上 限10万 円 ）ま で 助
成 期転入日（住民票異動日）から6
か月以内まで 申「清瀬市子育て世
帯近居支援事業助成金交付申込
書」に必要事項を記入し、戸籍謄
本（移転世帯と在住世帯の親子関
係を証明できるもの）・対象費用
の領収書の写し・妊娠中の方は母
子健康手帳の写し・移転世帯の転
入前の区市町村税の納税証明書を
添付して、まちづくり課まちづく
り係☎042-497-209３へ

　郷土博物館で隔年開催し、毎回
好評を博している色鉛筆画家・林
亮太氏の作品展です。林氏は色鉛
筆のみで写真以上のリアリティ感
に溢れる作品を製作しており、３
回目となる作品展は、新たに描い
た市内の風景画やこれまで展示し
ていない作品、近作などを一同に
集め展示します。
　作者の鋭い観察力による緻密な
表現とコントラストによる表現
は、普段何気なく感じる風景も見
るものに驚きと感動の世界を与え
てくれます。繊細かつ大胆なタッ
チで魅了する林亮太作品を、ぜひ
ご覧ください。日5月11日㈯～6
月2日㈰までの午前9時～午後5時
(最終入場は午後4時３0分）場郷土
博物館
【関連事業】本人による展示作品
の見どころなどを解説するギャラ
リートークを開催します。日5月
18日㈯午後2時～３時３0分直問郷

土博物館☎042-49３-8585
※20日、27日の月曜日は休館。

女性起業支援講座

「ゼロから始める起業塾」聴講生募集

日時 テーマ／講師

6月15日㈯
午前9時15分～
午後0時30分

全体講師：藤岡喜美子氏（公益社団法人日本サードセクター経営者
協会〔JＡCEVO〕執行理事）
「自分の想いを言葉にしてみよう」、事例から学ぼう「私の起業体験
談」
講師：原なつき氏（アロマエステサロン「ルナローム」主宰）

7月27日㈯
午前11時～
午後0時30分

「ビジネスプランのブラッシュアップ」
講師：風間英美子（有限会社キュベル代表）他

　「清瀬ウッドチップ」は、市内
でせん定した樹木から製造してお
り、庭などに深く敷き詰めること
で、日光を遮断し、雑草の発芽を
抑制する効果があります。人気の
商品のため、納品までに時間がか
かることがありますので、お早め
にご予約ください。なお、市内在
住の方には、5袋以上の購入で自
宅にお届けするサービスも行って
います。ぜひご利用ください。
【販売商品】「清瀬ウッドチップ」
「園芸用清瀬スモー
ルチップ」
【価格】各1袋200円
（45 ㍑ 袋 に 約7 ㌔）

問総務課営繕係☎042-492-5111
（内線524）
◆効果的な使い方
①敷く場所の雑草を根からしっか
り抜きます（根が残っていると、
ウッドチップの隙間から雑草が出
てきてしまいます）。
②ウッドチップを5㌢以上敷き詰
めてください。
※ 雑 草 発 芽 対
策の「清瀬ウッ
ドチップ」は、
畳1/4程度の広
さに、1袋が目
安です。

清瀬ウッドチップ絶賛販売中！

ウッドチップを
敷いた例

子育て世帯を応援！

清瀬市子育て世帯近居支援事業
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台田の切り通し（2018年）

春の路（2019年）

　6月1３日㈭に、市・都民税の納
付方法が普通徴収（個人納付）、
年金特別徴収（公的年金からの天
引き）に該当する方へ平成３1年度
市・都民税納税通知書を発送しま
す。納税通知書には、所得・控除
の内訳や各期の納付額・納期限な
どが記載されていますので、必ず
ご確認ください。
※市・都民税が給与特別徴収（給
与からの天引き）の方へは、5月
1３日㈪に勤務先をとおして税額
決定通知書を送付しました。

◆平成31年度課税・非課税証明
　書交付時期
給与特別徴収のみの方
　　⇒5月1３日㈪から
上記以外の方（課税・非課税両方）
　　⇒6月1３日㈭から
【発行場所】市役所、松山・野塩
出張所
※自動交付機での交付はいずれも
6月1３日㈭から。システム更新の
ため、6月12日㈬は午後5時以降
使用できません。
※課税・非課税決定直後は土曜窓
口において証明書を発行できない
場合があります。できるだけ平日
にお越しください。
問課 税 課 市 民 税 係 ☎042-497-
2040

平成31年度市・都民税の納税通知書
及び課税・非課税証明書について

　市では、木造住宅の耐震診断や
耐震改修・耐震シェルターなどの
設置工事に要した費用の一部を助
成しています。
①木造住宅耐震診断助成制度
　木造住宅耐震診断とは、予想さ
れる大地震に対して、その住宅が
必要な耐震性能を有しているかど
うか判断するための調査です。
対下記の対象住宅を所有し、市税
を滞納しておらず、所有権が共有
とされた住宅の場合は、共有者全
員によって合意された代表者
【対象住宅】昭和56年5月３1日以前
に建築された木造住宅で、延床面
積の2分の1以上を居住用にして
いる住宅【助成額】診断費用（税抜
き）の３分の2以内で上限10万円
※耐震診断を行う機関は、市が指
定する機関に限ります。指定機関
以外の診断機関による診断は、助

成の対象外です。
②木造住宅耐震改修等助成制度
　助成は対象住宅に対して1回限
りです。ご希望の方は、事前にま
ちづくり課へご相談ください。
対下記の対象住宅を所有し、市税
を滞納しておらず、所有権が共有
とされた住宅の場合は、共有者
全員によって合意された代表者。
助成対象住宅が借地の場合は、所
有者に当該工事の承諾が得られる
方【対象住宅】①の制度を利用し
て耐震診断助成の交付対象となっ
た住宅で、診断の結果、上部構造
評点が1.0未満と診断された住宅
【助成額】耐震改修工事＝工事費
用の３分の1以内で上限３0万円、
耐震シェルター等設置工事＝工事
費用の10分の9以内で上限３0万円

（いずれも税抜き）  問まちづくり
課まちづくり係☎042-497-209３

清瀬市木造住宅耐震診断・耐震改修等助成

ご利用ください！　多言語対応デジタルブック「カタログポケット」
　昨年10月より導入した多言語対応デジタルブック「カタログ
ポケット」は、もうご利用になりましたか？　市報きよせがス
マートフォンで読めるようになるだけでなく、便利な機能が満
載です。ぜひ活用して、市報きよせをお楽しみください。
問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808

　紙面の読みたい部分をタップすると、文字を大きく
表示できる機能があります。これによって、スマート
フォンなどの小さい画面でも文字が読みやすくなって
います（一部の図表などは対応していません）。表示
された文字をさらに大きくもできます。

　日本語はもちろん、翻訳
できる言語すべてが読み上
げ機能に対応しています。
文字を読むのがつらいとい
う方は、音声読み上げ機能
が便利です（一部非対応）。

　日本語の他に、英語、韓国語、中国語繁体字、中国語簡体字、
タイ語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム
語に対応しています（自動翻訳のため訳文が
正しくない場合があります）。
　また、読みたい部分をタップすると、翻訳
されて表示されます。また紙面上の日本語表
示を簡易的に翻訳して表示する機能もあるの
で、どこに何が書いてあるかをそれぞれの言
語で知ることができます。

アプリの
ダウンロ
ードはこ
ちら

「マイコンテンツ」
に市報きよせを登録
すると、通知で配信
をお知らせします。

目印は
このアイコン

緊急情報伝達訓練
午前8時40分より、
防災行政無線、
清瀬市安心安全メール、
緊急速報～

※アプリは
無 料 で す
が、別途通
信費がかか
ります。

便利機能

1
便利機能
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便利機能

2

文字が大きく読みやすい 読み上げ機能で聞いて楽しむ

英語・中国語など多言語対応

　 遺言・相続・成年後見～セミナー・無料相談会

  セミナー（テーマ「終活と相続」）
と無料相談会を実施します。 日
①5月18日㈯②6月15日㈯いずれ
もセミナー＝午後2時～３時、無
料相談会＝午後1時～4時３0分 講行

政書士　　 新田斉氏 場①生涯学習セ
ンター②野塩地域市民センター・生
涯学習センター(②の生涯学習セン
ターは無料相談会のみ） 直 問行政書
士　　きよせ会・花井☎042-497-9945

タップして文字を大き
く表示させた状態

英語版

♪

♬

行政相談委員による街頭相談
人権擁護委員による人権身の上相談

◆行政相談委員による街頭相談
　行政相談委員が、行政の仕事に
ついて「説明や処理方法に納得で
きない」などの苦情や意見・要望
を随時受け付けますので、ご利用
ください。
日5月26日㈰午後1時～３時（雨天
決行） 場アミュー正面入口
 直 問秘書広報課広報広聴係☎
042-497-1808
※「行政相談」は、毎月
第３水曜日午後1時～３時
に生涯学習センターで
も実施しています（要予
約）。

◆特設人権身の上相談
　女性・子ども・高齢者などをめ
ぐる人権の問題や、身近なことで
困っていることはありませんか。
人権擁護委員が問題解決のための
方法をともに考えます。ぜひ、ご
利用ください。
日6月1日㈯午前9時～正午場市役
所本庁舎1階 直 問秘書広報課広報
広聴係☎042-497-1808

※「人権身の上相談」は、
毎月第1水曜日午後1時
～３時に生涯学習セン
ターでも実施していま
す（要予約）。

【年度表記について】
今年度の市税の賦課年度は、

「平成３1年度」と表記します。

月 日 内容 月 日 内容

6

10㈪ 本会議（初日）

6

20㈭ 福祉保健常任委員会
13㈭ 本会議（代表・一般質問） 21㈮ 建設環境常任委員会
14㈮ 本会議（一般質問） 議会運営委員会
17㈪ 本会議（一般質問） 28㈮ 本会議（最終日）
19㈬ 総務文教常任委員会

清瀬市議会　第2回定例会開会
　令和元年清瀬市議会第2回定例会は、6月10日㈪から下表のとおり開
会予定です。ぜひ傍聴にお越しください。

※時間は、6月21日㈮の議会運営委員会（午後2時～）を除き、いずれも
午前10時からです。 問議会事務局議事係☎042-497-2567

詳細はこちら

♩

　 市報などの音声版を発行しています

　視覚障害者の方や視力が衰えて
市報などを読むのがつらいという
方を対象に、それらを音訳したＣ
Ｄを作製し、無料でお届けしてい
ます。ご希望の方は、右記へお問
い合わせください。
【音声版発行物】市報きよせ・市
議会だより・Ｍsスクエア・ちえ

のわ・教育委員会便・市民生活便
利帳。 問秘書広報課広報広聴係
☎042-497-1808
※再生機は視覚障害の等級によっ
て助成が出る場合があります。
※市ホームページでは、ＭＰ３版と、
デイジー版を公開しています。


